
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
十
三
号
イ

等
の

(2)

規
定
に
基
づ
き
申
告
書
に
記
載
す
る
事
項
等
を
定
め
る
告
示

（
平
成
二
十
八
年
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
八
号
）

改
正

平
成
三
十
一
年
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
一
号

令
和

二
年
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
五
号

（
定
義
等
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
次
に
掲
げ
る
法
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

一

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）

二

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
三
号
）

三

核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
四
号
）総

理

府

四

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年

令
第
一
号
）

通
商
産
業
省



五

核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
総
理
府
令
第
三
十
七
号
）

六

使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
十
号
）

七

実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）

八

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十

三
年
総
理
府
令
第
一
号
）

九

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
総

理
府
令
第
四
十
七
号
）

十

使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十
二
号
）

十
一

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
二
号
）

十
二

核
燃
料
物
質
の
受
託
貯
蔵
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
五
号
）

十
三

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二

十
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
三
号
）

十
四

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す
る
規
則



（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
号
）

２

こ
の
告
示
は
、
次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
調
査
に
適
用
す
る
。

一

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
十
三
号
イ
(2)

二

核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
第
二
条
の
十
一
の
十
三
第
二
項
第
二
十
三
号
イ
(2)

三

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
六
条
の
二
第
二
項
第
二
十
三
号
イ
(2)

四

核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
七
条
の
九
第
二
項
第
二
十
四
号
イ
(2)

五

使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
十
六
条
の
三
第
二
項
第
二
十
六
号
イ
(2)

六

実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
第
九
十
一
条
第
二
項
第
二
十
八
号
イ
(2)

七

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
十
九
条
の

三
第
二
項
第
二
十
三
号
イ
(2)

八

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
三
十
三
の
三
第
二

項
第
二
十
三
号
イ
(2)

九

使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
三
十
六
条
第
二
項
第
二
十
四
号
イ
(2)



十

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
第
八
十
六
条
第
二
項
第
二
十
八
号
イ
(2)

十
一

核
燃
料
物
質
の
受
託
貯
蔵
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
二
項
第
十
六
号
イ
(2)

十
二

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
六
十
二

条
第
二
項
第
二
十
三
号
イ
(2)

十
三

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す
る
規
則

第
十
七
条
第
二
項
第
二
十
八
号
イ
(2)

（
申
告
書
に
記
載
す
る
事
項
等
）

第
二
条

前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
申
告
書
に
記
載
す
る
事
項
及
び
当
該
事
項
に
対
応
す
る
そ
の
他
の
書

類
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

申
告
書
に
記
載
す
る
事
項

そ
の
他
の
書
類

一

氏
名

住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
こ
れ
ら
に

準
ず
る
書
類
の
う
ち
二
以
上
の
書
類
（
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ



は
写
真
が
あ
る
も
の
）

二

生
年
月
日

住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
こ
れ
ら
に

準
ず
る
書
類
の
う
ち
二
以
上
の
書
類
（
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ

は
写
真
が
あ
る
も
の
）

三

国
籍

住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類

四

住
所
及
び
居
所

一

住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
こ
れ

ら
に
準
ず
る
書
類
の
う
ち
二
以
上
の
書
類
（
う
ち
少
な
く
と

も
一
つ
は
写
真
が
あ
る
も
の
）

二

公
共
料
金
の
領
収
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類

五

所
属
す
る
法
人
及
び
部
署

六

学
歴

七

職
歴

八

原
子
力
施
設
で
の
勤
務
経
験
を
有
す
る
場
合
に



あ
っ
て
は
、
そ
の
職
務
内
容

九

海
外
渡
航
歴

旅
券

十

犯
罪
及
び
懲
戒
の
経
歴

十
一

後
見
等
の
登
記
及
び
破
産
手
続
開
始
の
決
定

担
当
の
機
関
が
発
行
す
る
証
明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類

の
有
無

十
二

精
神
疾
患
の
有
無

十
三

ア
ル
コ
ー
ル
及
び
薬
物
の
影
響
の
有
無

ア
ル
コ
ー
ル
及
び
薬
物
の
影
響
に
係
る
医
師
の
診
断
書
又
は
確

認
の
主
体
と
な
る
事
業
者
が
実
施
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
及
び
薬
物

の
影
響
に
係
る
検
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

十
四

外
国
に
よ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
を
妨

げ
る
行
為
と
の
関
連
が
な
い
こ
と
の
誓
約

十
五

テ
ロ
リ
ズ
ム
そ
の
他
の
犯
罪
行
為
を
行
う
お

そ
れ
が
あ
る
団
体
（
暴
力
団
を
含
む
。
）
と
の



関
連
が
な
い
こ
と
の
誓
約

十
六

申
告
事
項
に
虚
偽
が
な
い
こ
と
の
誓
約

十
七

法
令
遵
守
及
び
秘
密
保
持
に
関
す
る
誓
約

注１

第
十
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
犯
罪
及
び
懲
戒
の
経
歴
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
申
告
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
経
歴
の
詳
細
を
対
象
者
と
の
面
接
に
お
い
て
確
認
し
、
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る

か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
。

イ

次
に
掲
げ
る
法
律
に
規
定
す
る
罪
に
よ
り
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行

を
受
け
る
こ
と
の
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
具
体

的
な
犯
罪
歴

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

(1)

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

(2)

公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十

(3)



七
号
）

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財

(4)
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）

(5)

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）

(6)
ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
警
備
業
の
要
件
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第

一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
罪
に
よ
り
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け

る
こ
と
の
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
犯

罪
歴

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ

と
の
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
犯
罪
歴

ニ

イ
、
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
非
違
に
当
た
る
行
為
を
行
い
、
懲
戒
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
五

年
を
経
過
し
な
い
者
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
懲
戒
歴



２

第
十
三
号
の
下
欄
に
規
定
す
る
事
業
者
が
実
施
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
及
び
薬
物
の
影
響
に
係
る
検
査
（
以
下
「
ア
ル
コ
ー

ル
等
検
査
」
と
い
う
。
）
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
に
つ
い
て
の
取
扱
い
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ

ア
ル
コ
ー
ル
等
検
査
の
結
果
、
対
象
者
に
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影
響
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
医

師
の
診
断
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
。

ロ

常
時
立
入
者
（
こ
の
告
示
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
業
務
上
知
り
得
る
者
に
対
し
、
定
期
に
又
は
随
時
に
ア
ル

コ
ー
ル
等
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影
響
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る

と
き
に
は
、
医
師
の
診
断
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
。

３

第
一
号
、
第
三
号
、
第
五
号
又
は
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
改
め
て
当
該
事
項
に
つ
い
て
申
告
す
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
、
対
象
者
に
対
し
て
注
意
を
喚
起
し
て
お
く
こ

と
。

附

則
（
平
成
二
十
八
年
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
八
号
）

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
三
十
一
年
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
一
号
）



こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
二
年
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
五
号
）

抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。


